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議案第１５６号 

千葉市証明等手数料条例の一部改正について 

千葉市証明等手数料条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する

ものとする。 

令和５年１２月１５日提出 

千葉市長 神 谷 俊 一 

千葉市条例第  号 

千葉市証明等手数料条例の一部を改正する条例 

第１条 千葉市証明等手数料条例（昭和２２年千葉市条例第１５号）の

一部を次のように改正する。 

  第２条中第１２号を削り、第１３号を第１２号とし、第１４号から

第３５号までを１号ずつ繰り上げる。 

 第４条中「第２条第２１号」を「第２条第２０号」に改める。 

第２条 千葉市証明等手数料条例の一部を次のように改正する。 

第２条第１２号中「磁気ディスク（これに準ずる方法により一定の

事項を確実に記録することができる物を含む。次号において同じ。）

をもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を

証明した書面」を「戸籍証明書」に改め、同条第１３号中「磁気ディ

スクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若

しくは一部を証明した書面」を「除籍証明書」に改め、同条中第３４

号を第３６号とし、第１９号から第３３号までを２号ずつ繰り下げ、

同条第１８号中「書類」の次に「又は同法第１２０条の６第１項の規

定に基づく届書等情報の内容を表示したもの」を加え、同号を同条第

２０号とし、同条第１７号を同条第１９号とし、同条第１６号中「又

は同法」を「、同法」に改め、「事項の証明書」の次に「又は同法第

１２０条の６第１項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書」を加

え、同号を同条第１８号とし、同条中第１５号を第１７号とし、第

１４号を第１６号とし、第１３号の次に次の２号を加える。 

（14）戸籍電子証明書提供用識別符号の発行（当該発行に係る戸籍電

子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する

事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証
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明書の請求を行う場合その他規則で定める場合における当該発行

を除く。） １件につき ４００円 

（15）除籍電子証明書提供用識別符号の発行（当該発行に係る除籍電

子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する

事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又

は除籍証明書の請求を行う場合その他規則で定める場合における

当該発行を除く。） １件につき ７００円 

第４条中「第２条第２０号」を「第２条第２２号」に改める。 

   附 則 

この条例は、令和６年３月１日から施行する。ただし、第１条の規定

は、公布の日から施行する。 
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議 案 説 明 

戸籍法の一部改正に伴い、戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に

係る手数料等を定めるほか、規定の整備を図るため、条例の一部を改

正しようとするものであります。 
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